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東海大学付属札幌高等学校保護者と教師の会会則 

 

 

第 １ 章   総 則 

第 １条 この会則は、東海大学付属札幌高等学校保護者と教師の会（以下「本会」と

いう。）の運営に関する事項を定める。 

第 ２条 本会は、事務所を東海大学付属札幌高等学校（以下「本校」という。）内に

置く。 

第 ３条 本会は、保護者と教師が密接な連絡をとり、家庭、学校それぞれが教育責任

を分担し、本校生徒の教育の向上と福祉の増進を図り、併せて会員相互間の研

修、親睦を図ることを目的とする。 

 

第 ２ 章   目 的 及 び 事 業 

第 ４条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

   １．生徒の教育の向上に関すること 

   ２．教育施設、教育環境の改善に関すること 

   ３．生徒の厚生に関すること 

   ４．家庭と学校の連絡・協力に関すること 

   ５．会員相互間の研修並びに親睦に関すること 

   ６．その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること 

 

第 ３ 章   会 員 及 び 組 織 

第 ５条 本会は、保護者と教師（以下「会員」という。）を以って組織する。 

第 ６条 会員は次の者を以って組織する。 

   １．本校在学生保護者 

   ２．本校教師 

   ３．総会で承認を得た者 

第 ７条 本会に次の役員を置く。 

   １．会長    １名 

   ２．副会長   ３名 

   ３．書記   若干名 

   ４．会計    ２名 

   ５．監査    ２名 

第 ８条 本会に学級委員を置く。 

 

第 ９条 役員の任務は次のとおりとする。 
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   １．会長は本会を代表し、会務を統括する。 

   ２．副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。 

   ３．書記は本会の会務を記録すると共に、庶務全般を行う。 

   ４．会計は本会の会計事務を行う。 

   ５．監査は本会の会計を監査する。 

第１０条 学級委員の任務は次のとおりとする。 

   １．学級委員会に出席する。 

   ２．学級懇談の準備・運営を行う。 

   ３．その他 

第１１条 役員は総会で選出する。但し再任は妨げない。 

第１２条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。 

   １．顧問及び相談役は本会に対し、功労顕著な者及び学識経験ある者の中から 

    会長が推薦し、総会の議を経て会長が委嘱する。 

   ２．顧問及び相談役を委嘱された者は、会長の諮問に応じる。 

第１３条 本会に下記の専門委員を置く。 

   １．文化委員 

   ２．広報委員 

第１４条 専門委員会の委員は会員から選出し、委員長１名、副委員長１名を出す。各

委員の互選とし、委員長は役員会で承認を得る。 

第１５条 専門委員の任期は１年とする。但し再任は妨げない。 

第１６条 本会則で定められた役員の任期は、１年(総会から総会まで)とし、再任は妨

げない。 

 

第 ４ 章   会 議 及 び 役 割 

第１７条 本会に次の機関を置く。 

   １．総会 

   ２．役員会 

   ３．学級委員会 

   ４．専門委員会 

第１８条 総会は会員を以って構成し、次の事項を行う。 

   １．役員の選出に関すること 

   ２．事業計画・事業報告に関すること 

   ３．予算・決算に関すること 

   ４．会則の改正に関すること 

   ５．その他重要事項に関すること 

第１９条 総会は年１回定時総会を開催し、会長がこれを召集する。但し、会長が必要
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と認めた場合は、臨時に総会を開催することができる。 

第２０条 総会は会員の過半数の出席を以って成立する。但し、委任状を以って出席に

変えることができる。 

第２１条 総会の議決は出席者の過半数の賛成により成立する。賛否同数の場合は、会

長がこれを決める。 

第２２条 役員会は役員を以って構成し、次の事項を行う。 

   １．会務の執行に関すること 

   ２．専門委員会の活動に関すること 

   ３．役員選考委員の選出 

   ４．その他重要事案について 

第２３条 役員会は必要に応じ会長がこれを招集する。 

第２４条 会長は必要に応じ拡大役員会を召集することができる。拡大役員会は役員及

び専門委員長等を以って構成する。 

第２５条 学級委員会は学級委員を以って構成し、学級から 2名を選出する。選出時期

は総会以降とし、その後役員会で承認し、文書で会員に公表する。また次の事

項を行う。 

   １．事業計画・事業報告に関すること 

   ２．予算・決算に関すること 

   ３．その他重要事案に関すること 

第２６条 学級委員会は定例会を年３回開催する。学級委員会には専門委員会の委員長

も参加する。また、会長が必要と認めた場合は、臨時の学級委員会を招集する

ことができる。 

第２７条 専門委員会は委員長が召集し、活動内容を適宜役員会に報告する。 

第２８条 専門委員会は各専門委員を以って構成し、次の事項を行う 

   １．文化委員会は、教養・文化に関すること 

   ２．広報委員会は、会報や新聞の編集・発行に関すること 

    

 

第 ５ 章   会 計 

第２９条 本会の経費は、入会金、会費、特別会費、事業収入、及び寄付金、その他の

収入を以ってこれにあてる。 

第３０条 本会の入会金は２０００円、会費は年額６０００円とする。 

第３１条 本会の会計年度は、４月１日に始まり翌年３月３１日を以って終わる。 

第３２条 会計監査は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告し、承認を得なけれ

ばならない。 
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第 ６ 章   表 彰 及 び 慶 弔 

第３３条 表彰及び慶弔の運用については、別に定める細則による。 

 

付   則 

 この会則は、昭和５２年 ５月１４日より施行する。 

     この会則は、平成１８年 ４月 １日より施行する。 

この会則は、平成２１年 ４月 １日より施行する。 

この会則は、平成２３年 ４月 １日より施行する。 

     この会則は、平成２５年 ４月 １日より施行する。 

     この会則は、平成２６年 ４月 １日より施行する。 

     この会則は、平成２６年 ４月 １日より施行する。 

 

   東海大学付属札幌高等学校保護者と教師の会細則  

第 １条 この細則は、本会会則第３１条により、本会の円滑な運営を図るため、 

    必要な事項を定める。 

第 ２条 本会の発展に貢献し、その功績が顕著と認められた者に、本会は記念品をそ 

えて表彰する。 

第 ３条 表彰者の推薦は、役員会の議を経て決定する。 

第 ４条 本細則の改廃は、役員会で審議し、総会の議決を以って成立する。 

 

付   則 

この細則は、平成１８年 ４月 １日より施行する。 

この細則は、平成２８年 ４月 １日より施行する。 


